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第１章  総則  

１  目的  

この基準は、３階以上の建物への直結給水システム導入にあたり、

設計施工に関する基本事項を定めるものとする。なお、緊急時にスト

ック機能が必要な建物、危険な物質を取り扱う工場等は貯水槽方式に

よるものとする。  

２  定義  

直結給水システムとは、配水管の水圧で直接３階建の建物に給水す

る直結直圧式給水方式（以下「直圧式」という。）及び配水管の圧力を

増圧ポンプにより増圧し１０階建までの建物に給水する直結増圧式給

水方式（以下「増圧式」という。）で直接給水するシステムをいう。  

３  適用要件  

⑴  直結給水システムは、常時一定の水量及び水圧を必要としない建

物への給水に適用するものとする。  

⑵  直結給水システムは、危険な化学物質を取り扱わない建物への  

給水に適用するものとする。  

⑶  直圧式は、原則３階建てまでの建物に適用するものとする。  

なお、天井配管又は屋上水栓を設置する場合については、最高位

となる給水装置の位置が本管位置から１０ｍ以下となるものに限り

適用するものとする。  

⑷  増圧式は、１０階建てまでの建物に適用するものとする。  

また、５０戸以下の共同住宅、１日最大使用水量５０㎥以下の事

務所ビル等への給水に適用するものとする。  

ただし、上記の範囲内で１増圧給水設備による複数の建物への給

水を認めるものとする。  

⑸  直圧式及び増圧式は、市内全域とする。  

⑹  直圧式及び増圧式ともに、水圧測定、水理計算等により必要な水

量及び水圧が安定的に確保できることの確認を要するものとする。

ただし、直圧式３階建て専用住宅の場合については、水理計算は省

略できるものとする。前述の場合において３階部分に一定の水圧を

必要とする特殊器具等を設置するとき、天井配管又は屋上水栓を設

置するときは、この限りではない。  

⑺  直圧式の分岐が可能な前面配管は、口径７５ｍｍ以上２５０ｍｍ

以下の配水管、又は分岐使用戸数範囲内の口径５０ｍｍ以下の連合



管とする。増圧式の分岐が可能な前面配管は、口径７５ｍｍ以上 

２５０ｍｍ以下の配水管とする。なお、配水管の口径が２５０ｍｍ

を超える箇所において分岐をする場合は、別途協議すること。  

⑻  直圧式の水道メーター（以下「メーター」という。）口径は２０ 

ｍｍ以上とする。ただし、共同住宅の１階及び２階部分については、

宅内の水栓数が新座市給水装置設計施工指針の基準を満たしてい

れば１３ｍｍも認めるものとする。  

⑼  直圧式及び増圧式の配水管から分岐する給水管口径は、原則とし

て配水管口径の２ランク以下の口径とする。  

⑽  建物の種類や使用目的に応じて、直圧式、増圧式との併用で給水

することができる。ただし、この場合における直圧式は、給水管の

分岐口径範囲内及び３階以下とする。  

⑾  建物の種類や使用目的に応じて、増圧式及び貯水槽方式との併用

で給水することができる。併用で給水する場合における給水形態は、

高架水槽方式とし、設計施工については、本基準に定めるもののほ

か、新座市水道事業受水槽式給水設備に関する指導要綱の定めによ

ることとする。  

⑿  既設建物で既設給水管を使用し、直圧式及び増圧式に改造を行う

場合は、給水装置設計施工指針「受水槽以下設備等を給水装置に切

り替える場合の取扱い」に定めるもののほか、次の条件を満たすも

のとする。  

ア  既設給水管は、経年変化を考慮し上記⑴から⑾に掲げる条件を

満たすこと。  

イ  既設給水管は、老朽化等に伴う赤水等の発生による水質異常が

ないこととし、耐圧試験等により漏水のないことを確認すること。 

ウ  出水不良、赤水、漏水その他の異常が発生した場合、給水装置

の使用者又は所有者の費用負担により給水装置の布設替えを行

うこと。  

４  事前協議  

⑴  直結式及び増圧式設備を設置しようとする者は、新座市指定給水

装置工事事業者を通じあらかじめ、直結増圧給水事前協議申請書に

必要な図書を添えて事前協議すること。  

⑵  給水装置工事の申込者は、事前協議承認通知書の結果に基づき設

計を行い、工事の申込みを行うものとする。  



⑶  共同住宅以外の場合、事前協議において事務所等の使用形態を明

確にし、使用水量が決定した段階で行うものとする。  

⑷  事前協議の内容に変更があった場合は、再協議を行い、改めて直

圧式及び増圧式の可否について承認を得るものとする。  

第２章  給水装置の構造  

１  給水装置の配管形態  

⑴  同一敷地内の建物につき１給水引込みを原則とする。  

⑵  増圧給水設備の故障や停電時の対応として、屋外の１階において

応急給水用の直結共用栓を設置すること。  

⑶  増圧給水設備以下の各戸メーター直近において過剰な水圧が懸念

される箇所については、メーター上流側に日本水道協会規格減圧弁

又は同等以上の性能を有するものを設置すること。  

⑷  各戸ごとの水道メーター直後には、日本水道協会規格単式逆流防

止弁又は同等以上の性能を有するものを設置すること。  

２  増圧給水設備  

増圧給水設備は、水道法に基づく給水装置の構造及び材質に適合し

たもので、配水管への影響が極めて小さく、安定した給水ができるも

のとし、次に掲げる要件を満たすものとする。  

⑴  増圧給水設備は、日本水道協会規格「水道用直結加圧形ポンプユ

ニット (ＪＷＷＡ  Ｂ１３０ )」又は同等以上の性能を有するものとす

る。  

⑵  １建物に対し、１増圧給水設備を原則とする。  

⑶  増圧給水設備の口径は、増圧給水設備直近上流側の口径又はそれ

以下とする。  

⑷  吸 込 側の 水 圧 が 異 常 低下 し た 場 合 は 、配 水 管 の 管 芯 レベ ル で 

０．０７ＭＰａ以下で自動停止し、水圧が回復した場合は０．１０

ＭＰａ以上で自動復帰すること。  

⑸  増圧給水設備の吸込側圧力発信器は、原則として減圧式逆流防止

器の直近上流側とする。  

⑹  増圧給水設備の異常を検知して、増圧給水設備本体又は管理人室

等で確認できること。  

３  逆流防止装置  

逆流防止装置は、給水圧力の負圧や逆圧によって発生する逆流を、

給水の安全性を確保する手段として設置するもので、対象となる給水



器具の危険性を考慮し、適切な逆流防止装置の設置を行うものとする。 

⑴  直圧式の住宅、共同住宅及び一部事務所等は、日本水道協会規格

単式逆流防止弁又は同等以上の性能を有するものを設置すること。 

⑵  増圧給水設備の逆流防止装置は、日本水道協会規格「水道用減圧

式逆流防止器 (ＪＷＷＡ  Ｂ１３４ )」又は同等以上の性能を有する

もので、増圧給水設備の上流側に設置することを原則とする。  

⑶  減圧式逆流防止器の上流側にストレーナを設置すること。  

⑷  減圧式逆流防止器の中間室逃がし弁の排水は、適切な吐水口空間

を確保した間接排水とすること。  

⑸  減圧式逆流防止器は、異常な外部排水を自動検知装置により増圧

給水設備本体又は管理人室等で確認できること。  

４  市の水道メーターの設置  

⑴  直圧式及び増圧式における共同住宅のメーターの設置は、各戸ご

とに設置すること。  

⑵  共用栓を設置する場合は、メーターを設置すること。  

第３章  給水装置の設計  

１  配水管最小動水圧は、直圧式及び増圧式ともに０．１５ＭＰａ以上

とする。なお、設計水圧については、配水管最小動水圧を考慮し、実

測値を基に別途協議をすること。  

２  給水装置の設計水量の算定方法  

直圧式及び増圧式給水設備の設計に用いる同時使用水量は、次によ

り算定するものとする。  

⑴  共同住宅の同時使用水量は、財団法人ベターリビング優良住宅部

分認定基準（以下「ＢＬ基準」という。）により算出する。ただし、

ワンルームタイプは、ファミリータイプの６５％として算出し、別

途協議すること。  

⑵  共同住宅以外の同時使用水量は、給水用具給水負荷単位により算

出する。  

⑶  共同住宅と共同住宅以外が混在する場合は、共同住宅は「ＢＬ基

準」で算出した水量と、共同住宅以外は給水用具給水負荷単位で算

出した水量を合算するものとする。ただし、上記の算定式によりが

たい場合は、施設の実態に応じた計算式によることができる。  

⑷  直圧式による水理計算の範囲は、配水管の取付口から最高位末端

給水用具までの給水装置とする。  



⑸  増圧式による水理計算の範囲は、配水管の取付口から増圧給水設

備まで、及び増圧給水設備から最高位末端給水用具までの給水装置

とする。  

⑹  末端給水用具において余裕水頭を５ｍ以上確保すること。  

３  給水管口径の決定  

⑴  給水管の口径は、同時使用水量を供給できる大きさとする。  

⑵  給水管の口径は、瞬間最大給水時において管内流速が２．０ｍ／

ｓｅｃを超えないことを原則とする。  

第４章  工事の施工  

１  増圧給水設備の設置位置  

増圧給水設備の設置位置は、原則として１階とし、点検が容易にで

きる場所とする。また、必要に応じて防音措置等を施すこと。  

２  配管上の留意事項  

⑴  配水管から分岐した給水管には、官民境界付近の敷地内に止水栓

を設置すること。  

⑵  減圧式逆流防止器の上流側及び下流側には、適切な止水栓を設置

すること。  

⑶  立ち上がり管ごと又は各階分岐ごとに止水栓を設置すること。た

だし、近接して止水栓がある場合は省略することができる。  

⑷  建物の立ち上がり管の最上部には、吸排気弁を設置すること。  

第５章  検査  

市が行う検査は、新座市給水装置設計施工指針に基づき施工された末

端給水栓までを給水装置工事の検査の対象とするが、増圧給水設備の検

査は、次の項目について行うものとする。  

⑴  増圧給水設備、減圧式逆流防止器の設置が本基準に適合している

事を確認する。  

⑵  増圧給水設備、減圧式逆流防止器の警報装置の設置、事故等の連

絡先を表記した掲示板の設置及び維持管理体制を確認すること。た

だし、増圧給水設備については、耐圧試験は不要とする。  

第６章  維持管理  

１  承諾書等の提出  

⑴  増圧式による給水装置工事の申込者は、申込時に直結増圧式給水

条件承諾書を提出すること。直圧式３階建て専用住宅についても同

様とする。  



⑵  増圧式による給水装置工事の申込者は、減圧式逆流防止器の保守

点検契約書の写しを提出すること。併せて、増圧給水設備の保守点

検契約書の写しも提出すること。  

２  維持管理  

⑴  増圧給水設備の管理責任者は、次の事項について十分留意するこ

と。  

ア  増圧により給水する場合は、停電、故障等により増圧給水設備     

が停止した時点で断水となること。その場合、応急給水用の共用

栓が使用できること等を居住者に周知すること。  

イ  増圧給水設備及び減圧式逆流防止器の故障等、非常時の緊急連

絡先を設備本体及び管理人室等に明示するとともに、居住者に周

知すること。  

ウ  増圧給水設備及び減圧式逆流防止器の点検は、１年以内ごとに

１回定期的に行い、その記録は１年間以上保存すること。  

エ  配水管等の工事に伴う計画的又は緊急的な断水、若しくはメー

ターの取替えに伴う断水については、その作業が円滑に実施でき

るように協力すること。  

オ  漏水等の修理及び事故処理については、所有者又は使用者の責

任において修理及び事故処理を行うこと。  

カ  増圧給水装置を含む給水装置工事は、すべて設置者の負担とす

る。また、保守点検に係る費用についても同様とする。  

⑵  増圧式及び貯水槽方式との併用で給水する場合、高架水槽以下の

水質管理及び貯水槽水道としての適切な施設管理を徹底すること。 

 

附   則  

（施行期日）  

 この基準は、平成１５年１０月 1 日から施行する。  

  平成８年１月１日施行の「個人住宅３階建て建物直結給水取扱基準」

は、廃止する。  

附   則  

 この基準は、平成２８年４月１日から施行する。  

附   則  

 この基準は、平成３１年４月１日から施行する。  

附   則  



 この基準は、令和３年１月１日から施行する。  

附   則  

 この基準は、令和４年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


